
金沢市財務規則等の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年９月28日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第73号
金沢市財務規則等の一部を改正する規則

(金沢市財務規則の一部改正)

第１条 金沢市財務規則 (昭和39年規則第３号) の一部を次のように改正する｡

第57条第１項第２号中 ｢金沢湯涌みどりの里農産物加工交流センター｣ の次に ｢､ 金沢学生のまち市民交流館｣

を加える｡

別表第１甲表中

改める｡

(金沢市事務決裁規則の一部改正)

第２条 金沢市事務決裁規則 (昭和60年規則第31号) の一部を次のように改正する｡

別表第２市民局の表中

改める｡

(金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正)

第３条 金沢市補助組織及び分掌事務規則 (平成23年規則第９号) の一部を次のように改正する｡
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規 則

｢

を

｣

市民参画課 市民参画課長 計量法 (平成４年法律第51号) の規定に基

づく検査に係る手数料の収入に関する事務

所属職員

｢

に

｣

市民参画課 市民参画課長 ア 計量法 (平成４年法律第51号) の規定

に基づく検査に係る手数料の収入に関す

る事務

イ 金沢学生のまち市民交流館の使用料及

び機器の利用に係る実費の収入に関する

事務

所属職員

｢
を
｣

３ 家庭用品品質表示法の規定による指示等 ○

｢

に

｣

３ 家庭用品品質表示法の規定による指示等 ○

４ 金沢学生のまち市民交流館の使用の承認等 ○

号外第２９号の２

平成24年 (2012年) ９月28日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号

発行所 � � � � �(毎月３回 １日 11日 21日発行)



第２条第１項の表中

改める｡

第９条の表中

改める｡

附 則

この規則は､ 平成24年９月29日から施行する｡�金沢市訓令甲第６号
庁 中 一 般

職員の勤務時間に関する規程 (昭和34年訓令甲第２号) の一部を次のように改正する｡

平成24年９月28日

金沢市長 山 野 之 義

別表農業センターに勤務する職員の項の次に次のように加える｡
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｢
を
｣

近江町消費生活センター

｢

に

｣

近江町消費生活センター

金沢学生のまち市民交流館

｢

を

｣

市民参画課 市民参画グループ １ 市民参加及び協働による市政の推進に関する次に掲げる事項 (市民

ブレイン連携室が所管する事項を除く｡)

｢

に

｣

市民参画課 市民参画グループ １ 市民参加及び協働による市政の推進に関する次に掲げる事項 (市民

ブレイン連携室及び金沢学生のまち市民交流館が所管する事項を除く｡)

｢

を

｣

市民ブレイン連携室 １ 市民活動団体との協働の推進に関する事項

２ 市民活動相互の連携の推進に関する事項

３ 学生のまちの推進に関する事項

｢

に

｣

市民ブレイン連携室 １ 市民参加及び協働による市政の推進に関する次に掲げる事項 (金沢

学生のまち市民交流館が所管する事項を除く｡)

ア 市民活動団体との協働の推進に関する事項

イ 市民活動相互の連携の推進に関する事項

ウ 学生のまちの推進に関する事項

｢

を

｣

近江町消費生活センター １ 消費者の自立支援及び消費者保護に関する事項

２ 計量器及び商品量目の検査に関する事項

｢

に

｣

近江町消費生活センター １ 消費者の自立支援及び消費者保護に関する事項

２ 計量器及び商品量目の検査に関する事項

金沢学生のまち市民交流館 １ 学生と市民との交流の促進に関する事項

２ 自主的なまちづくり活動に対する支援に関する事項

３ 金沢学生のまち市民交流館の管理運営に関する事項

訓 令 甲

､

､



附 則

この訓令は､ 平成24年９月29日から施行する｡�金沢市告示第237号
金沢市不祥事防止対策委員会設置要綱 (平成22年告示第225号) の一部を次のように改正する｡

平成24年９月28日

金沢市長 山 野 之 義

第３条第１項中 ｢８人｣ を ｢８人以内｣ に改め､ 同条第３項に次のただし書を加える｡

ただし､ 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は､ 前任者の残任期間とする｡
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金沢学生のまち

市民交流館に勤

務する職員

日勤 １週間当たり38時間45分

勤務とし､ その割振り及

び時限は､ 市民参画課長

が定める｡

４週間を通じ４日

以上とし､ その期

日は､ 市民参画課

長が定める｡

勤務時間６時間を超え７時間45分

未満のときは45分､ ７時間45分以

上のときは１時間とし､ その時限

は､ 市民参画課長が定める｡

告 示
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平成24年(2012年)９月28日 印刷 発行人 金 沢 市
平成24年(2012年)９月28日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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